
変 更 金 額 35,420,000円（税込）

変 更 後 の 契 約 金 額 222,970,000円（税込）

変 更 理 由 別紙変更理由書のとおり

変 更 前 の 契 約 金 額 187,550,000円（税込）

工 事 の 名 称 尾道糸崎港潜堤築造工事

工 事 場 所 広島県尾道市百島海老呑地区、広島県尾道市百島百島地区

工 事 区 分 港湾土木工事

工 事 概 要

工 期 （ 自 ） 原契約のとおり

工 期 （ 至 ） 令和8年2月27日

契 約 業 者 の 住 所 広島県尾道市土堂２丁目８番１４号

（第１回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日 令和8年1月8日

契 約 業 者 名 株式会社青木組



 

変更理由書 

 

　１．工 事 名　　　尾道糸崎港潜堤築造工事 

 

　２．工　　期　　　令和7年8月19日～令和8年1月20日 

                    

　３．請負金額　　　当初　187,550,000円 

　　　　　　　　　　 

 

　４．変更理由 

本工事は尾道糸崎港機織地区泊地(-10m)の整備により発生する浚渫土砂を有効活

用する百島海老呑地区干潟の潜堤を築造するための基礎工を施工するものである

が、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。 

 

 

　　１） 安全費：灯浮標の仮移設の追加 

本工事で移設する灯浮標について当初想定移設位置では施工の支障となるた

め支障にならない場所へ仮移設を追加する。 

 

  　２） 共通仮設：回航・えい航の変更 

　　　　　 作業船の回航・えい航について、設計図書との相違が確認されたため、回航・え 

         い航費の基地港を変更する。 

 

　　３） 基礎工：中仕切部の材料変更及び基礎捨石全体の数量変更 

本工事での使用材料の人工石について一部数量が調達不可となったため、中仕切 

         部に使用する石材を人工石から天然石へ変更する。 

また、起工測量の結果、基礎捨石全体の数量について設計図書との相違が確認さ 

         れたため、基礎捨石全体の数量を変更する。 

 

  　４） 試験工事の追加 

　　　　   浚渫土砂受け入れ後の覆砂投入方法等を検討する必要が生じたため、人工干潟の

　　　　 試験工事を追加する。 

 

  　５） 工期の延伸 

　　　　　 試験工事の追加に伴い。令和8年2月27日まで工期を延伸する。 

　　　　 

  　


